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  事 務 連 絡 

令和４年４月 13 日 
  

各団体の長 殿 
 
 
                     石川労働局労働基準部賃金室長 
 
 

業務改善助成金の活用について（ご依頼） 
 

 
 時下、益々御清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素より労働行政の円滑な推進に格段のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

石川県最低賃金は、令和３年 10 月７日から時間給「８６１円」に改正されて

おり、令和４年度も各種報道によれば大幅な引上げが想定されるところです。 

石川労働局としては、改正予定である 10 月までに予め最低賃金の引上げを行

い、業務の効率化や生産性の向上に役立つ機器や設備などを導入して、業務改

善を行うことができる業務改善助成金制度を活用していただければと思ってお

ります(昨年度活用の実績・通常コース 66 件、特例コース２件)。 

 令和４年度は、引上げコースの一部見直しと要件緩和や拡充等を行い、さら

に、利用しやすい制度となっております。 

是非、貴会の会員の方々にご案内いただき、活用してくださるようお口添え

をお願いいたします。 

 仮に書類等に不備等があっても、雇用環境・均等室の担当者が親切丁寧にフ

ォローをさせて頂きますので、ご助言を願えれば幸いです。 

(同封のチラシのデータについては、ご面倒でもメールをいただければ送付さ

せていただきます)。 
 

（連絡先） 

〒920-0024 

金沢市西念３丁目４番１号 

石川労働局労働基準部賃金室  

担当：川崎 

 電 話（076）265-4425 

 ＦＡＸ（076）265-4431 

mail：kawasaki-haruo.sg8@mhlw.go.jp 

mailto:kawasaki-haruo.sg8@mhlw.go.jp


業務改善助成金の申請から入金までの流れ 

 

【STEP1：助成金交付申請書を労働局に提出】 

 

 (1)・事業改善計画と賃金引上げ計画を記載した交付申請書（様式第 

   １号）を都道府県労働局に提出。 

 

(2)・内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知が届きます。 

 

↓ 

 

 

【STEP2：設備・機器の導入などで生産性を向上、事業場内の最低賃金を引上げ】 

 

(1)・生産向上、労働能率の増進が図られる設備投資などを行い、業務 

の効率化を目指します。 

 

(2)・事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げます。 

   

     なお、上記【STEP2】の(1)、(2)についてはいずれが先でも可。 

 

↓ 

 

【STEP3：事業実績報告書を提出】 

 

 (1)・業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した事業実績 

報告書（様式第９号）を提出。内容が適正と認められれば助成金 

額の確定通知が届きます。 

 

↓ 

 

【STEP4：入金】 

 

(1)・確定通知を受けたら、支払請求書（様式第 13 号）を提出します。 



石川県最低賃金は、令和３年10月７日から時間額８６１円となりました。
本助成金を活用して業務の効率化を図り、最低賃金の引上げに対応しましょう。

令和４年度 業 務 改 善 助 成 金
（通常コース）のご案内

『業務改善助成金（通常コース）』は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金
（事業場内最低賃金）」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、
設備投資（機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練）
などを行った場合に、その費用の一部を助成します。

助成金の
概要

（※１）10人以上の上限額区分は、以下の①叉は②のいずれかに該当する事業場が対象となります。
①賃金要件︓事業場内最低賃金900円未満の事業場
②生産量要件︓売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近３ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比べて、

30％以上減少している事業者
（※２）対象は地域別最低賃金900円未満の地域のうち、事業場内最低賃金が900円未満の事業場です。（令和4年4月現在）
（※３）ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者１人当たりの付加価値を指します。

助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が
一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます

※申請期限︓令和５年１月31日

○ 助成金受給の流れや申請先等については裏面をご覧ください。

コース区分
引上
げ額

引上げる
労働者数

助成
上限額

助成対象事業場 助成率

1人 30万円
２～3人 50万円
４～6人 70万円
7人以上 100万円

10人以上(※1) 120万円
1人 45万円

２～3人 70万円
４～6人 100万円
7人以上 150万円

10人以上(※1) 180万円
1人 60万円

２～3人 90万円
４～6人 150万円
7人以上 230万円

10人以上(※1) 300万円
1人 90万円

２～3人 150万円
４～6人 270万円
7人以上 450万円

10人以上(※1) 600万円

90円
コース

90円
以上

以下の２つの要件を
満たす事業場

　・事業場内最低賃金
　と地域別最低賃金の

差額が30円以内
・事業場規模が

100人以下

  【900円未満】(※2)
                4/5
     生産性要件を満たした場合は
　　　  　9/10　　(※3)

  【900円以上】(※2)
                3/4
    生産性要件を満たした場合は
　　　   　4/5　　(※3)

30円
以上

30円
コース

45円
コース

45円
以上

60円
コース

60円
以上

事業場内最低賃金

業務改善助成金 検索



厚生労働省 （R４.４.１）

～ 業務改善助成金の活用事例 ～

ご留意頂きたい事項

石川労働局 雇用環境・均等室 【電話】076-265-4429

申請先

お問い合わせ先

交付申請書・事業実施計画などを、
最寄りの都道府県労働局に提出

審
査

交付決定後、
提出した計画に
沿って事業実施

労働局に
事業実施結果を

報告
支給

助成金支給までの流れ

審
査

◆ 過年度に業務改善助成金を活用した事業場も、助成対象となります。
◆ 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
◆ 事業完了の期限は令和５年３月３１日です。

働き方改革推進支援資金

◆ 日本政策金融公庫では、事業場内最低賃金の引上げに取り組む者に対して、設備資金や
運転資金の融資を行っています。
詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金融公庫の窓口にお問い合わせください。

【担当部署】各都道府県日本政策金融公庫

◆ 「業務改善助成金コールセンター」まで、お気軽にお問い合わせください。
電話番号 0120-366-440 （受付時間 平日8:30～17:15）



「業務改善助成金特例コース」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等
が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日まで
の間に、事業場内最低賃金（事業場で最も低い賃金）を30円以上引き上げ※、これから設
備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し､その費用の一部を助成するも
のです。

※ 賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、当該差額が支払われた
場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。

● 就業規則等により※、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを
定め、引き上げ後の賃金額を支払っていること
※就業規則等がない場合は､「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。

● 生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
※生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費

（関連する経費）がある場合は、その費用も支払うことが必要です。

● 新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年
4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年同
期に比べ、30％以上減少している事業者

● 令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げている
こと（引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。）

「業務改善助成金特例コース」のご案内

業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上等に役立つ設備投資等を
行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画において計上された経費(＝関連する経
費）についても助成対象として拡充されます。

ここがポイント

支給要件

助成額・助成率 助成額 助成率

最大100万円 3／４
※対象経費の合計額×補助率3／4

助成対象

A 生産向上等に資する設備投資等
機械設備※、コンサルティング導入、人材育成・教育訓
練など
※PC、スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車なども対象

B 関連する経費※ 広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増
設など

以下Aのほか、業務改善計画に計上されたBも助成の対象となります。

※「関連する経費」は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます

対象となる事業者（事業場） 以下の要件をいずれも満たす必要があります。

以下の要件をいずれも満たす必要があります。

◆ 令和４年度も引き続き特例コースを実施します。
（申請期限：令和４年７月29日（金）まで）



（R4.４.１）

上限額 引き上げ
労働者数

1人 30万円

2人～3人 50万円

4人～6人 70万円

7人以上 100万円

労働局に事業実施結果を報告

交付決定後、提出した計画に沿って取り組み※2

を実施

「交付申請書・事業実施計画など」を、最寄り
の労働局雇用環境・均等部（室）に提出

（締切は令和4年７月29日（金））※1

交付額確定後、労働局に支払請求を提出

審査

支 給
※1 申請期限を延長する場合は、別途お知らせします。

また、予算の範囲内で交付するため、申請期間内に
募集を終了する場合があります。

■助成金の要綱・要領や、申請書の
記載例を掲載している「申請様式」
等は、こちらからダウンロードでき
ます。

特例コースの活用

[参考]
◆日本政策金融公庫では､事業場内最低賃金の引き

上げに取り組む者に対して、設備資金や運転資金
の融資を行っています。詳しくは、事業場がある
都道府県の日本政策金融公庫の窓口に
お問い合わせください。

【担当部署】各都道府県日本政策金融公庫

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です。

業務改善助成金コールセンター
電話番号︓0120－366－440 （受付時間 平日8:30～17:15）

※2 交付決定前に行った設備投資等は助成対象となりません。

ご利用の流れ 助成額の上限

審査

特例コースの活用例 (「関連する経費」の助成対象の拡充)

デリバリーサービスを拡大 サテライトオフィスを設置

A 生産性向上等に
役立つ設備投資等

飲食店でデリバリーサービスを拡大す
るに当たり、機動的に配送できるデリ
バリー用3輪バイクを導入

サテライトオフィスを設置し、リモート
ワークの環境を整備するため、テレワー
ク関連機器を新たに導入

B 関連する経費
これまでの店舗内飲食だけでなく、さ
らにデリバリー・サービスを拡大した
ことを幅広く周知するために、広告宣
伝（広告宣伝費）を実施

テレワーク関連機器の導入に合わせて、
コピー機、プリンター、事務机・椅子等
も導入し、サテライトオフィスの業務環
境を整備

成果
配達の効率化とサービス内容の幅広い
周知により、多くの顧客を獲得し、生
産性が向上

オフィス内の業務環境全体を整備するこ
とにより、テレワークの機能性アップや
業務効率化が図られ、生産性が向上

生産性や労働能率の向上を図るための特例コースの活用例を紹介します。

お問い合わせ先

ご不明な点やご質問等について、お気軽にお問い合わせください。


